
催
し・講
座・募
集

く
ら
し・相
談

健
康・福
祉

子
育
て・教
育

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

市報 みなみ魚沼　令和４年11月１日発行11

家
庭
内
、
近
隣
間
の
も
め
ご

と
・
悩
み
ご
と
な
ど
、
毎
日
の
暮

ら
し
の
中
で
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
や
、
い
じ
め
・
差
別
な
ど
の

相
談
に
応
じ
ま
す
。 

日
12
月
４
日
㈰ 

午
後
１
時
〜
４
時
（
受
付
：
午

後
３
時
ま
で
） 

会
湯
沢
町
公
民
館
〔
湯
沢
町
大
字

湯
沢
２
８
２
２
〕 

会
魚
沼
市
中
央
公
民
館
（
堀
之

内
公
民
館
）〔
魚
沼
市
堀
之
内

１
３
０
〕 

申
不
要
。
直
接
会
場
ま
で
。

相
人
権
擁
護
委
員

新
潟
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
相
談

窓
口
は
、
公
益
社
団
法
人 

新
潟

県
看
護
協
会
が
運
営
し
て
い
る
職

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
２
弾
の
対

象
と
な
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
申
請
期
限
が
12
月
末
ま
で
に
延

長
さ
れ
ま
し
た
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
新
規
取
得
の
ほ
か
、
健

康
保
険
証
と
公
金
受
取
口
座
の
登

録
で
、
最
大
２
０
，０
０
０
ポ
イ
ン

ト
が
も
ら
え
ま
す
。
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
は
、
お
好
き
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
決
済
サ
ー
ビ
ス
で
使
え
ま
す
。 

現
在
、
市
役
所
窓
口
で
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
受
け
取
る
人
が

多
く
、
大
変
混
み
合
っ
て
い
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
は
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
、

郵
送
な
ど
で
も
で
き
ま
す
。（
市
役

所
窓
口
以
外
で
申
請
し
た
場
合
、

カ
ー
ド
の
受
け
取
り
に
市
役
所
窓

住
宅
用
地
に
は
、
固
定
資
産
税

を
軽
減
す
る
措
置
が
あ
り
ま
す
。

次
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
告
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
雑
種
地
・
山
林
・
原
野
な
ど
、

住
宅
用
地
以
外
の
土
地
に
住
宅

を
新
築
し
た 

問
法
務
局 
南
魚
沼
支
局

☎
７
７
２・２
１
６
４

人
権
な
ん
で
も
相
談
所 

〜
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
〜 

問
・
申
新
潟
県
ナ
ー
ス
セ
ン

タ
ー
南
魚
沼
相
談
窓
口

（
図
書
館
内
）

☎
０
７
０・２
１
７
５・６
０
１
２ 

☎
０
２
５・２
３
３・６
０
１
１ 

（
相
談
日
以
外
の
問
合
せ
先
）

新
潟
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
南
魚
沼

相
談
窓
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

問
市
民
課☎７

７
３・６
６
６
１

ま
だ
間
に
合
い
ま
す
！ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ポ
イ
ン
ト

の
対
象
期
限
が
延
長
さ
れ
ま
し
た

問
・
申
税
務
課 

資
産
税
班

☎
７
７
３・６
６
６
８

住
宅
用
地
な
ど
の
利
用
状
況

変
更
に
伴
う
手
続
き

業
紹
介
相
談
窓
口
で
す
。 

看
護
職
を
め
ざ
し
た
い
、
再
就

職
し
た
い
け
ど
不
安
、
希
望
の
職

場
を
探
し
た
い
、
短
時
間
で
あ
れ

ば
働
き
た
い
な
ど
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。 

日
毎
週
水
曜
日
（
祝
日
を
除
く
） 

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時 

会
南
魚
沼
市
図
書
館 

申
事
前
に
電
話
か
新
潟
県
看
護
協

会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ご
予
約

く
だ
さ
い 

費
無
料 

※
研
修
な
ど
も
実
施
し
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
、
新
潟
県
看
護

協
会
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
ご
覧
く

だ
さ
い

口
ま
で
来
庁
い
た
だ
き
ま
す
） 

申
請
窓
口　
市
民
課
、
大
和
・
塩

沢
市
民
セ
ン
タ
ー 

持 ・
通
知
カ
ー
ド 

・
顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認
書
類

１
点
（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
） 

・
そ
の
他
の
本
人
が
確
認
で
き
る

書
類
１
点
（
健
康
保
険
証
、
年

金
手
帳
な
ど
） 

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
あ

る
人
） 

※
顔
写
真
は
窓
口
で
無
料
撮
影
可 

申
請
は
延
長
・
日
曜
窓
口
も
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す（
本
庁
舎
の
み
） 

延
長
窓
口

　

11
月
９
日
㈬
、
16
日
㈬ 

　

午
後
５
時
15
分
〜
７
時
30
分 

日
曜
窓
口

　

11
月
13
日
、
27
日 

　

午
前
８
時
30
分
〜
正
午 

※
住
民
票
、
戸
籍
な
ど
の
事
務
は

行
い
ま
せ
ん 

予
約　
不
要 

※
交
付
は
原
則
３
日
前
ま
で
に
予

約
が
必
要
で
す
。（
当
日
申
し

込
み
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
）
持
ち
物
も
申
請
と
は
異

な
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い

・
店
舗
や
事
務
所
な
ど
の
家
屋
の

全
部
ま
た
は
一
部
の
用
途
を
住

宅
に
変
更
し
た 

・
土
地
の
利
用
状
況
を
変
更
し
た

（
住
宅
用
地
の
一
部
を
貸
し
駐

車
場
に
し
た
と
き
な
ど
） 

住
宅
用
地
と
は 

住
宅
と
し
て
使
用
す
る
家
屋
の

敷
地
で
す
。
工
場
・
倉
庫
・
店
舗
・

事
務
所
な
ど
の
敷
地
は
該
当
し
ま

せ
ん
。 

住
宅
用
地
の
固
定
資
産
税
軽
減
率 

・
２
０
０
㎡
以
下
（
小
規
模
住
宅

用
地
）
：
６
分
の
１
に
軽
減 

・
２
０
０
㎡
を
超
え
る
部
分
（
一

般
住
宅
用
地
）
：
３
分
の
１
に

軽
減 

※
い
ず
れ
も
課
税
標
準
額
を
軽
減

す
る
措
置
。
住
宅
用
地
に
建
つ

家
屋
の
居
住
部
分
の
総
床
面
積

の
10
倍
ま
で
を
限
度 

家
屋
の
取
り
壊
し
、
所
有
者
の
変

更
が
あ
っ
た
ら
届
け
出
を 

固
定
資
産
税
は
、
１
月
１
日
現

在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。 

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、

忘
れ
ず
に
届
け
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。 

登
記
さ
れ
て
い
な
い
未
登
記
家
屋 

相
続
・
売
買
・
贈
与
な
ど
で
所

有
者
が
変
わ
っ
た
場
合
は
「
家
屋

所
有
者
（
権
）
の
変
更
届
」
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。 

届
け
出
が
な
い
と
、
旧
所
有
者

に
課
税
が
継
続
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。 

申
告
書
・
届
提
出
先 

税
務
課
、
大
和
・
塩
沢
市
民
セ

ン
タ
ー


